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はじめに 

1. 計画策定の背景・目的 

本市では、マンション関連団体等と連携し、マンションの維持管理の適正化の推進に向けて取り
組んできたところですが、マンションの高経年化が進む中、建物の維持管理に課題を抱えるマンシ
ョンが増加していくことが懸念されることから、更なる取り組みの強化が求められています。
そのことから、市内のマンションが抱えている課題を整理した上で、札幌市が目指すマンション
の管理に関する目標や指針を明確にし、マンションの管理適正化に向けた取り組みを更に推進して
いくこと、マンション管理の適正化が市場で評価される仕組みとして企図される「管理計画認定制
度」の運用を目的として、新たに作成するものです。
なお本計画は、札幌市の各分野における計画と連携しながら、「マンションの管理の適正化の推進
に関する法律（平成 12年 12月法律第149号）」の改正（令和４年４月施行。以下、「マンション管
理適正化法」という。）に基づき定めるものです。

2. 計画の位置づけ 
マンション管理適正化法第３条の２に規定する都道府県等マンション管理適正化推進計画として、
札幌市内におけるマンションの管理適正化を推進するための計画を定めるものです。 
また札幌市住宅マスタープランに掲げる施策の方向性を踏まえ、マンションの管理の適正化に関
する具体的な取組を定める計画です。 

図 計画の位置づけ 

国・北海道が定めるもの 札幌市が定めるもの

【国】
住生活基本計画 
（全国計画） 

（2016～2025 年度） 

【北海道】 
北海道住生活基本計画 
（2016～2025 年度） 

札幌市まちづくり戦略ビジョン 

札幌市マンション管理 

適正化推進計画 

（2023～2032 年度） 

札幌市住宅マスタープラン 

［住宅施策に関わる分野別計画］

（2018～2027 年度）

【国】 
マンション 
管理適正化法 

基本方針 

札幌市空家等対策計画 

札幌市耐震改修促進計画 

その他の計画等 

【他の分野別計画など】

札幌市都市計画マスタープラン
札幌市立地適正化計画 
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札幌市住宅マスタープラン  札幌市マンション管理適正化推進計画

目的

札幌市の住宅施策の目標と具体的施策の方
向性を明確化し、将来の住宅・住環境の在り
方を展望しながら総合的な住宅施策を展開
する。 

 札幌市内のマンションが抱えている課題を整理した上
で、札幌市が目指すマンションの管理に関する目標や指
針を明確にし、管理適正化に向けた取り組みを更に推進
する

課題
管理実態調査の結果から長期修繕計画の未
整備や役員のなり手不足が課題として挙が
っている。 

 管理実態調査の実施・分析・全国調査との比較により、
解決すべき課題を列挙する。 
詳細は「Ⅰ札幌市のマンションの現状と課題」に記載 

施策

現在行っている施策は以下の通り 
①管理実態調査の実施 
②相談窓口の設置 
③セミナーの開催 

 計画策定後の施策は以下の予定。 
①管理実態調査の実施【継続】 
②相談窓口の設置【継続】 
③セミナーの開催【継続】 

 ＋

詳細は「Ⅲ今後の取組・施策」に記載 

目標
築２５年以上の分譲マンションのうち、 
長期修繕計画を設けている管理組合の割合
76.6%（H27）⇒90％ 

抽出した課題を解決すべく目標を設定する。 
詳細は「Ⅲ今後の取組・目標」に記載 

図 住宅マスタープランとマンション管理適正化推進計画の関係性について

3. 計画の対象 
本計画の対象は、札幌市内の全ての分譲マンションとします。 

4. 計画期間  
 本計画は令和５（2023）年度から令和 14(2032)年度とし、住宅マスタープランとの整合を図る
ため令和9（2027）年度に見直しを行います。 
 また、定期的に進捗状況を確認し、施策の効果検証を行うとともに、必要な場合には適宜見直し
を行います。

年度 R4以前
(2022)

R5 
(2023)

R6 
(2024)

R7 
(2025)

R8 
(2026)

R9 
(2027)

R10 
(2028)

R11 
(2029)

R12 
(2030)

R13 
(2031)

R14 
(2032)

札 幌市住
宅マスタ
ープラン
札幌市マン
ション管理
適正化推進
計画

※分譲マンション：マンション管理適正化法第２条第１項第１号に定められる、２以上の区分
所有者が存する建物で、居住の用に供する専有部分があるものとその敷地及び附属施設のこ
とをさします。 

法改正に伴う新規施策を実施します。

見直し

2018～
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5. 各主体の役割  
 (1)管理組合及び区分所有者

マンションは私有財産の集合体であり、その管理の主体は、あくまでマンションの区分所有者

等で構成される管理組合です。管理組合は、国の基本方針等や札幌市マンション管理適正化指針

の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら努めます。

マンションストックの高経年化が進む中、管理組合は、自らの責務を自覚し、必要に応じて専

門家の支援も得ながら、適正に管理を行うとともに、国及び本市が講じる施策に協力するよう努

める必要があります。 

マンションの区分所有者は、管理組合の一員としての役割を十分認識して、管理組合の運営に

関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要があります。

(2)札幌市 

本市では、市内マンションの実態把握に努めながら、札幌市マンション管理適正化推進計画（本

計画）及び国の基本方針等に基づき、計画的に施策を推進します。本計画に基づく管理計画認定

制度を適切に運用することで、マンション管理水準の維持向上と、管理状況が市場において評価

される環境整備を図ります。また、管理運営に問題のあるマンションについては、本市から助言・

指導等により、管理不全の未然防止に努めます。
さらに、管理組合、マンション管理士、マンション管理業者等の関係者と連携し、効果的な情報  
提供や、相談体制の充実に努めます。 

(3)マンション管理士

マンションの管理には、専門的な知識を要することが多いため、マンション管理士は管理組合

等からの相談に応じ、助言等の支援を適切に行い、誠実にその業務を行う必要があります。

(4)マンション管理業者

マンション管理業者は、管理組合の主体的な運営を補助する者として、誠実にその業務を行う

必要があります。 

(5)マンション専門家団体 
 マンションの管理に関する専門的知識を有する団体として、管理組合等への情報・資料の提
供、技術的支援を行うなど、その役割を適切に果たすよう努める必要があります。
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※下線部は札幌市の独自基準 

○管理組合の運営について：管理者等が定められていない等
○管理規約について ：管理規約が存在しない等
○管理組合の経緯について：管理費と修繕積立金等の区分経理、適正管理がされていない
○長期修繕計画の作成、見直しについて：適宜適切な維持管理を行うための修繕積立金
  が積み立てられていない。
：長期修繕計画が作成されていない、または見直しがされていない。
：大規模修繕工事の実施時期に達しているが、大規模修繕工事が行われていない。 

（別紙１）助言指導の基準

6. 計画の構成 
本計画の構成は、以下のとおりです。

１. 管理組合による
マンションの管理
の適正化の基本方向 

２. マンションの管理
の適正化の基本方向 

３. マンション管理の
適正化のために 
マンションの区分所有 
者が留意すべき事項

４. マンション管理の
適正化のための管理
委託に関する事項 

５. マンションの管理
組合がマンションの 
管理適正化に向けて
留意が求められる事項 

１．計画の背景、目的 ２．計画の位置付け ３．計画の対象
４．計画期間     ５．各主体の役割  ６．計画の構成 

１．これまでの分譲マンション施策 
２．令和２年度マンション実態調査
について 

３．課題の整理

Ⅰ.マンションの現状と課題

はじめに

Ⅱ.札幌市分譲マンション 
管理適正化指針

○管理規約の直近の改正の時期
○長期修繕計画の作成有無
○長期修繕計画の具体的な期間
○管理費滞納者の有無
○空き室戸数割合
○修繕積立金徴収の有無
○修繕積立金額の決定方法
○総会の開催の有無 
○大規模修繕工事の実施有無 
○修繕履歴の作成状況
○実態調査の回答率
○賃貸戸数の割合
○集合型居住誘導区域内の高経 
年マンション割合

等…

A 管理規約が適切に
更新されていない。
（管理規約がない）

B 長期修繕計画が長期
的な視点で作成されて
いない 

C 管理費や修繕積立金
の徴収額が適切ではな
い。（区分経理ができていない）

D 総会が適切に
開催されていない。 

E大規模修繕計画の適切
な実施と修繕履歴の記
録が進んでいない。

F マンション管理への
無関心や知識不足、合
意形成への困難化 

G 管理実態を正確に把
握できていない可能性
がある 
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１．目標 

※下線部は札幌市の独自基準 

○管理組合の運営：管理者等が定められていること等
○管理規約：管理規約が策定されていること等
○管理組合の経理：管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること等 
○長期修繕計画の見直しについて：長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること等
○その他 
○災害等に備えた防災への取組を実施していること。 

（別紙２）管理計画の認定基準 の記載概要

※認定申請時は、管理計画認定手続支援サービス（事前確認）で作成される、事前確認適合証の添付が必要

２．施策 
(1) 施策推進の考え方 

(2) 具体の取組 

ステップアップの概念

①管理実態調査の実施【継続】
②相談窓口の設置【継続】 
③セミナーの開催【継続】 
④アドバイザー派遣【新規・調整中】
⑤要支援マンションに対する助言、
指導等【新規】 
⑥管理計画認定制度の運用【新規】

目標１ 
長期修繕計画作成のマンション 
９0％以上 
（※現状８０％）

目標２：
大規模修繕工事の実施率
現状以上 
（※現状９４％） 

修繕履歴作成率
９０％以上 
（※現状７９％） 

目標 3：
セミナー満足度
  ％以上 
（※現状 ％）

目標 4：
マンション実態調査回答率
６０％以上 
（※現状４２％）

2.(1)管理組合の運営

2.(2)管理規約

2.(3)共用部分の範囲及び 
管理費用の明確化

2.(4)管理組合の経理

2.(5)長期修繕計画の作成
及び見直し等

2.(6)発注等の適正化 

2.(7)良好な居住環境の
維持及び向上 

Ⅲ.今後の取組について

要
支
援
マ
ン
シ
ョ
ン

①

認
定
マ
ン
シ
ョ
ン

通
常
の
マ
ン
シ
ョ
ン

②④⑤ ②③④ ⑥
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33.1%

15.9%
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43.7%
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マンションの新規供給戸数 （総戸数184,255戸（総棟数3,813棟））

I. 札幌市の分譲マンションの現状と課題 

1. これまでの分譲マンション施策 

(1)札幌市内のマンションの概況 
 平成 27 年度の国勢調査によると、本市の全住戸に対するマンションが占める割合は、約 16％に
なっており、重要な居住形態の１つになっています。 

図 建て方別住宅戸数の割合

またマンションの新規供給戸数は下記のようになっています。 
令和 2（2020）年度調べでは築 40年以上のマンションは全体の 13％の 515棟でしたが、約10
年後の令和 12（2030）年には築40 年以上のマンションが全体の30％近くの1,420 棟になると想
定され、マンションの高齢化が加速することが明らかになっています。 

築 40 年以上 515 棟（26,397 戸）

築 25 年以上 2,160 棟（103,473 戸）

10 年後には、約 2.7 倍

1,420 棟（70,318 戸）

10 年後には、約 1.5 倍

3,269 棟（154,384 戸）

資料：平成 27年国勢調査

図 マンションの新規供給戸数の推移
資料：札幌市調べ
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(2)札幌市によるマンション施策 

札幌市住宅マスタープラン 2018に位置づけられた推進施策は以下の通りです。 

 これに基づき、実施している取組みは以下の通りです。 

○分譲マンション維持管理・建替え等相談
（公社）北海道マンション管理組合連合会と協力し、電話もしくは対面による相談を実施

○分譲マンション管理セミナー
（公社）北海道マンション管理組合連合会、北海道とセミナーを共催

○分譲マンション管理実態調査

基本方針２  
分譲マンションの
維持管理等への 
支援 

基本目標２  
良質な住宅ストックの形成及び将来世代への承継 

①分譲マンションの実態把握と適正な維持管理等への支援 
分譲マンションを対象とした管理実態調査について、対象範囲や調査方
法の見直しを適宜行いながら定期的に実施し、維持管理や建替え・改修に
関する問題点の把握や整理を行います。また、建築基準法の定期報告制度
を通じて、住宅の適切な維持管理を働きかけるとともに、より多くのマン
ション管理組合などが適正な維持管理や更新に関する情報を得られるよ
う、関係団体との連携によるセミナーの開催や相談窓口の設置などの支援
を行います。

①老朽化分譲マンションの改修等に向けた支援【強化】 
今後増加が見込まれている老朽化分譲マンションの改修等を促進し、耐
震性等の安全性や質 の向上を図るため、管理実態調査の結果等を踏まえ
た管理組合等への支援の充実に取り組みます。 
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2. 令和２年度分譲マンション実態調査について 

札幌市では市内の分譲マンションの状況を把握し、今後の住宅政策に活用するため、分譲マンシ
ョン管理実態調査を実施しています。
令和2年度は、築25 年以上のマンションの管理組合又はそれに準ずる団体を対象に、郵送調査
を実施しました。 

(1)調査実施概要 

①調査対象  
・平成 7年（1995年）以前に建築された、築25 年以上のマンション
（対象数：2,045 管理組合）

②調査対象抽出方法  
・札幌市マンションデータベースより、築25年以上のマンションを抽出
③調査方法 
・郵送送付・郵送回収によるアンケート調査  
④調査期間 
・令和 2年（2020年）9月 25日（金）～令和2年（2020年）11月 10 日（火）
⑤回答数 
 ・848管理組合（回収率 41.5％）

(2)調査分析結果（抜粋） 
 ・札幌市の調査結果について比較考察なども踏まえながら、次のように分析を行いました。

 ・全国調査（平成 30年度マンション総合調査）との比較 

  ○比較考察した、全国調査（平成30年度マンション総合調査）の概要は、以下の通りです。
・調査対象：全国のマンションから無作為抽出した 4,200 管理組合
札幌市の調査と比較するために築25 年以上を再抽出しています。 
・調査方法：郵送、オンライン 

・札幌市調査を築年数で比較

  ○札幌市調査の築25年以上のマンションのデータを
「築25年以上築 40年未満（比較的新しい区分）」「築40 年以上（高経年の区分）」
の 2つの区分に分けて集計しました。 
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99%

0.7
%

0.5
%

【管理規約について】 

①-１ 管理規約の直近の改正の時期 
・マンションの管理規約の直近の
改正時期が、5年以上前の管理
組合は札幌市調査で約17％、 
全国調査で約11％あります。 

①-２ 管理規約の有無について
・管理規約が無いマンションは

  全体の 0.7％（６管理組合）
  あります。 

【長期修繕計画について】 

②長期修繕計画の作成有無
・札幌市のマンションの長期修繕
計画の作成割合は約８割で、 
全国調査の平均値より低くなって 
います。 

2% 2%5%
8%

64%

18%

1999年以前 2000～2004年
2005年～2009年 2010年～2014年
2015年～2020年 無回答

1% 1%4%
5%

80%

9%

1999年以前 2000～2004年
2005年～2009年 2010年～2014年
2015年～2020年 無回答

n=693 n=625

87%

0% 13%
1%

作成している 作成を予定

作成予定ない 無回答

79%

9%
9% 3%

作成している 作成を予定
作成予定ない 無回答

n=671n=848

■1999 年以前 ■2000年～2004年
■2005年～2009 年 ■2010年～2014 年
■2015年～2020 年 ■無回答 

札幌市調査 全国調査

■作成している ■作成を予定
■作成予定ない  ■無回答 

札幌市調査 全国調査

札幌市調査

■有  ■無  ■無回答 
n=848 
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24%

17%46%

4%
1% 8%

90%

6%
1% 0% 2%

90%

0%
1% 5% 4%

③長期修繕計画の具体的な期間
・札幌市のマンションの長期修繕
計画の期間設定は、長期修繕計 
画作成ガイドラインで定められ 
ている30年以上を満たして 
いないマンションが4割以上 
あります。 

【管理費について】 

④-1 管理費滞納者の有無
・札幌市のマンションで管理費
滞納者のいる割合は約４割で、 
全国調査より高くなっています。 

   ④-2 管理費と修繕積立金の区分経理
・札幌市調査と全国調査共に、管理費と
修繕積立金を明確に区分している 

  マンションの割合は、約９割あります。 

■1～10年

■11～20 年

■21～30 年

■31～50 年

■51 年以上

■無回答 n=448

32%

57%

11%

41%
58%

1%

n=671n=838

■滞納者がいる ■滞納者はいない
■無回答 

札幌市調査 全国調査

札幌市調査

札幌市調査 全国調査

■明確に区分している
■通常時は区分、不足時は融通 
■区分していない 
■その他 
■無回答 

n=833 n=662
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32%

28%14%

7%
2% 17%

31%

30%
18%

7%
2%

13%

【空き室について】 

⑤空き室戸数割合
・空き室があるマンションは札幌市、 
全国ともに5割程度あります。 

・・札幌市の調査では、マンションが 
高経年化すると空き室割合が高まる 
傾向が見られます。 

【修繕積立金について】 

⑥修繕積立金徴収の有無
・修繕積立金を徴収していない組合が、
わずかに見られます。

・札幌市の調査では、高経年マンション
の方が修繕積立金を徴収していない
割合が高くなっています。 

n=848 n=671

札幌市調査 全国調査

98.2%

0.8% 0.9%

98.7%

0.9% 0.4%
札幌市調査 全国調査

■ある ■ない ■無回答

n=671n=848

98.1%

0.6
%

1.3%

98.6%

1.4% 0.0%

築25～39年 築 40年以上

■0％ ■1～5％
■6～10％       ■11～20％ 
■20％超        ■無回答 

札幌市調査 全国調査

37%

26%12%

4%

2%
19%

15%

32%
22%

16%

5% 11%
築25～39年 築 40年以上
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【予算の決定方法】 

⑦修繕積立金額の決定方法
・札幌市のマンションにおいて、 
修繕積立金を、長期修繕計画に
基づき決めている割合は、 
全国調査より低くなっています。 

【総会について】 

⑧総会の開催の有無 
・総会を開催していない組合が、 
わずかに見られます。

【大規模修繕工事について】 

⑨大規模修繕工事の実施有無 
・大規模修繕工事を実施していない 
管理組合が一定数見られ、札幌市
での大規模修繕工事未実施の割合は、 
全国調査より高くなっています。 

62%

22%
3% 6% 7%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

長 管 他 そ 無

66%

11%
2%

17%
4%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70% n=662n=833

99.2%

0.4% 0.5%

99.1%

0.1% 0.7%

n=846 n=671

99%

1% 0%

94%

3% 3%

n=848 n=671

札幌市調査 全国調査

■有 ■無 ■無回答

長
期
修
繕
計
画

か
ら
必
要
額
を
算
定

他
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
例

を
参
考
に
算
出

管
理
費
の
割
合
で
算
出

そ
の
他

無
回
答

札幌市調査 全国調査

札幌市調査 全国調査

長
期
修
繕
計
画

か
ら
必
要
額
を
算
定

他
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
例

を
参
考
に
算
出

管
理
費
の
割
合
で
算
出

そ
の
他

無
回
答

■有 ■無 ■無回答
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79%

15%

0%
1% 6%

93%

3%
0%0%

4%

41.5%
52.6%

5.9%

40.2%
59.8%

5%
15
%

18
%26

%

23
%

13
%

6%
11
%

20
%

25
%

28
%

11
%

【修繕履歴について】

⑩修繕履歴の作成状況
・修繕履歴未作成の管理組合があり、 
全国調査の結果より高くなって 
います。 

【管理実態調査について】

⑪実態調査の回答率
・札幌市実施の調査の回答率は、全国調査 
と同等の40%程度になっています。 

【賃貸戸数について】

⑫賃貸戸数の割合
・賃貸戸数率が20％を超える分譲 
マンションの割合は、札幌市と 
全国調査共に２～３割程度
になっています。 

n=4200
■回答済 ■未回答 ■未到達

n=2045

n=846 n=671

札幌市調査 全国調査

札幌市調査 全国調査

■0％ ■1～5％
■6～10％      ■11～20％ 
■20％超       ■無回答 

札幌市調査 全国調査

n=848 n=671

■作成している ■修繕しているが作成していない
■修繕していないので作成していない ■その他 ■無回答 
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63%

37%

集合型居住誘導区域内
集合型居住誘導区域外

52%
48%

集合型居住誘導区域内
集合型居住誘導区域外

グラフのように築40年以上のマンションは
約 6割が集合型居住誘導区域に立地していま 
すが、比較的新しい築25年～39年のマンシ 
ョンでは、区域内と区域外の割合がほぼ同数と
なっております。 
このことから、1980年～1995年頃に分譲
マンションの建設が都心や拠点と呼ばれる 
中心部から郊外へ広がっていった状況が見受
けられます。 

【マンションの立地状況について】  
全国的な人口減少・少子高齢化を背景として、都市再生特別措置法が平成26年に改正され、市町
村が立地適正化計画を策定することが可能となり、札幌市も平成 28 年に札幌市立地適正化計画を
策定しております。 
その計画の中で、下図のように「集合型居住誘導区域」を定め、土地の高度利用を基本とした集合
型の居住機能（分譲マンションを含む）が集積することを目指しております。 

⑬集合型居住誘導区域内の高経年マンションの割合
令和2年度に実施したマンション管理実態調査の調査対象約 2,100 棟の分譲マンションに関 
して、集合型居住誘導区域内と区域外に存在するマンションをそれぞれ集計しました。 

今後、人口減少や高齢化が進むと、集合型居住誘導区域に人口が集中し、郊外型マンションの空
き室割合が高まる可能性があります。 

築 40年以上のマンション
（高経年マンション）

築 25年以上築 39年以下の
マンション

ｎ＝585 ｎ＝1542 
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3. 課題の整理

分析結果から導き出した、マンション管理に関する個別の課題と課題まとめは、以下のとおりで

す。 

課題 A 管理規約が適正に更新さ
れていない可能性があるマンシ
ョンがあります。（管理規約が無
いマンションもあります。） 

①一部のマンションで適正な規約へ 
の改正に遅れが生じている可能性 
(管理規約が無いマンションも有)

②長期修繕計画未作成のマンション
が多い 

③短期間の長期修繕計画を作成して
いるマンションがある 

④管理費滞納者有のマンションが多い
 （管理費と修繕積立金を区分経理
していないマンションがある。） 

⑤空き室戸数増加による管理費、修繕
費の滞納リスクの増加 

⑥修繕積立金未徴収マンションが存在 
する 

⑦長期修繕計画の積立金額への未反映
が見られる

課題B長期修繕計画について未作
成のマンション、長期修繕計画作
成ガイドラインに定められている
計画期間 30 年以上を満たしてい
ないマンションがあります。

課題C管理費滞納、修繕積立金の
未徴収や徴収額が適正でないなど
経理に不安のあるマンションがあ
ります。（区分経理ができていない
マンションがあります。）

課題D区分所有者による総会が開
催されていないマンションがあり
ます。

課題E大規模修繕工事や修繕履歴情
報の蓄積などが進んでいないマンション
があります。

課題F マンション管理への無関心や
知識不足、合意形成の困難化が懸
念されるマンションがあります。

課題 G 管理実態を正確に把握でき
ていない可能性があります。

⑧総会未実施の組合が存在する 

⑨必要な大規模修繕の未実施のマン
ションがある 

⑩修繕に関する情報の蓄積不足が見
られる 

⑪-１ マンション管理への無関心や 
知識不足が懸念

⑫ 賃貸化の進行による合意形成の 
困難化 

⑪-２ 回答率が低い 

個別課題 課題まとめ
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II.札幌市分譲マンション管理適正化指針

1. 管理組合によるマンションの管理の適正化の基本方向
マンションは、わが国における重要な居住形態であり、その適切な管理は、マンションの区分所

有者等だけでなく、社会的にも要請されているところです。このようなマンションの重要性に鑑

み、マンションを社会的資産として、この資産価値をできる限り保全し、かつ、快適な居住環境が

確保できるように、以下の点を踏まえつつ、マンションの管理を行うことを基本とするべきです。

(1) マンションの管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成される管理組合であり、管理組

合は、区分所有者等の意見が十分に反映されるよう、また、長期的な見通しを持って、適正な運営

を行うことが必要です。

特に、その経理は、健全な会計を確保するよう、十分な配慮がなされる必要があります。また、第

三者に管理事務を委託する場合は、その内容を十分に 検討して契約を締結する必要があります。 

(2) 管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割を十分認識し

て、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要

があります。 

(3) マンションの管理には専門的な知識を要する事項が多いため、管理組合は、問題に応じ、マン

ション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性を持って適切な対応をするよう心

がけることが重要です。 

(4) さらに、マンションの状況によっては、外部の専門家が、管理組合の管理者等又は役員に就任

することも考えられますが、その場合には、マンションの区分所有者等が当該管理者等又は役員の

選任や業務の監視等を適正に行うとともに、監視・監督の強化のための措置等を講じることにより

適正な業務運営を担保することが重要です。 

2. マンションの管理の適正化の基本方向
(1) 管理組合の運営
管理組合の自立的な運営は,マンションの区分所有者等の全員が参加し、その意見を反映するこ

とにより成り立つものです。そのため、管理組合の運営は,情報の開示、運営の透明化等, 開かれ

た民主的なものとする必要があります。また,集会は、管理組合の最高意思決定機関です。したが

って、管理組合の管理者等は、その意思決定にあたっては、事前に必要な資料を整備し、集会に

おいて適切な判断が行われるよう配慮する必要があります。

管理組合の管理者等は、マンション管理の目的が達成できるように、法令等を遵守し、マンシ

ョンの区分所有者等のため、誠実にその職務を執行する必要があります。
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(2) 管理規約

管理規約は、マンション管理の最高自治規範であることから、管理組合として管理規約を作成す

る必要があります。 その作成に当たっては、管理組合は、建物の区分所有等に関する法律 (昭和

37年法律第 69 号)(以下「区分所有法」という。)に則り、「マンション標準管理規約」を参考とし

て,当該マンションの実態及びマンションの区分所有者等の意向を踏まえ、適切なものを作成し、必

要に応じてその改正を行うこと、これらを十分周知することが重要です。 さらに、快適な居住環境

を目指し、マンションの区分所有者等間のトラブルを未然に防止するために、使用細則等マンショ

ンの実態に即した具体的な住まい方のルールを定めておくことも重要です｡

また、管理費等の滞納など管理規約又は使用細則等に違反する行為があった場合、管理組合の

管理者等は、その是正のため、必要な勧告、指示等を行うとともに、法令等に則り、少額訴訟等

その是正又は排除を求める法的措置をとることが重要です。 
(3) 共用部分の範囲及び管理費用の明確化
管理組合は、マンションの快適な居住環境を確保するため、あらかじめ、共用部分の範囲及び

管理費用を明確にし、トラブルの未然防止を図ることが重要です。

特に、専有部分と共用部分の区分 専用使用部分と共用部分の管理及び駐車場の使用等に関して

トラブルが生じることが多いことから、適正な利用と公平な負担が確保されるよう、各部分の範

囲及びこれに対するマンションの区分所有者等の負担を明確に定めておくことが重要です。 
(4) 管理組合の経理
管理組合がその機能を発揮するためには、その経済的基盤が確立されている必要があります。こ

のため、管理費及び修繕積立金等について必要な費用を徴収するとともに、管理規約に基づき、こ

れらの費目を帳簿上も明確に区分して経理を行い、適正に管理する必要があります。

また、管理組合の管理者等は、必要な帳票類を作成してこれを保管するとともに、マンションの区

分所有者等の請求があった時は、これを速やかに開示することにより、経理の透明性を確保する必

要があります。 
(5) 長期修繕計画の作成及び見直し等
マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値の維持向上を図るためには、適時適切な維持修

繕を行うことが重要です。特に、経年による劣化に対応するため、あらかじめ長期修繕計画を作成

し、必要な修繕積立金を積み立てておく必要があります。

長期修繕計画の作成及び見直しに当たっては、国が定める「長期修繕計画様式」、「長期修繕

計画作成ガイドライン・同コメント」を参考に、必要に応じ、マンション管理士等専門的知識を

有する者の意見を求め、また、あらかじめ建物診断等を行って、その計画を適切なものとするよ

う配慮する必要があります。長期修繕計画の実効性を確保するためには、修繕内容、資金計画を

適正かつ明確に定め、それらをマンションの区分所有者等に十分周知させることが必要になりま

す。 
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管理組合の管理者等は、維持修繕を円滑かつ適切に実施するため、設計に関する図書等を保管

することが重要です。また、この図書等について、マンションの区分所有者等の求めに応じ、適

時閲覧できるようにすることが重要です。 

なお、建設後相当の期間が経過したマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う際に

は、必要に応じ、建替え等についても視野に入れて検討することが望ましい。建替え等の検討に

当たっては、その過程をマンションの区分所有者等に周知させるなど透明性に配慮しつつ、各区

分所有者等の意向を十分把握し、合意形成を図りながら進める必要があります。 
(6) 発注等の適正化 
管理業務の委託や工事の発注等については、事業者の選定に係る意思決定の透明性確保や利益

相反等に注意して、適正に行われる必要がありますが、とりわけ外部の専門家が管理組合の管理

者等又は役員に就任する場合においては、マンションの区分所有者等から信頼されるような発注

等に係るルールの整備が必要です。 
(7) 良好な居住環境の維持及び向上
マンションの資産価値や良好な居住環境を維持する観点から、防災に係る計画の作成・周知や

訓練の実施、被災時を想定した管理規約上の取り決め、火災保険への加入等、管理組合としてマ

ンションにおける防災・減災や防犯に取り組むことが重要です。また、防災・減災、防犯に加

え、日常的なトラブルの防止などの観点からも、マンションにおけるコミュニティ形成は重要な

ものであり、管理組合においても区分所有法に則り、良好なコミュニティの形成に積極的に取り

組むことが重要です。一方、自治会及び町内会等(以下「自治会」という。)は、管理組合と異な

り、各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途に

ついては、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴

収、支出を分けて適切に運用する必要があります。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に

係る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などのマ

ンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支えありません。 
(8) その他配慮すべき事項 
マンションが団地を構成する場合には、各棟固有の事情を踏まえつつ、全棟の連携をとって、

全体としての適切な管理がなされるように配慮することが重要です。

複合用途型マンションにあっては、住宅部分と非住宅部分との利害の調整を図り、その管理、

費用負担等について適切な配慮をすることが重要です。

また、管理組合は、組合員名簿や居住者名簿の管理方法等、個人情報の取り扱いに当たって

は、個人情報の保護に関する法律 (平成 15年法律第 57号) による個人情報取扱事業者としての

義務を負うことに十分に留意する必要があります。



19 

3. マンション管理の適正化のためにマンションの区分所有者等が留意すべき事項

マンションを購入しようとする者は、マンションの管理の重要性を十分認識し、売買契約だけ

でなく、管理規約、使用細則、管理委託契約、長期修繕計画等管理に関する事項に十分に留意す

ることが重要です。また、管理組合及びマンションの区分所有者等は、マンションを購入しよう

とする者に対するこれらの情報の提供に配慮する必要があります。 

マンションの区分所有者等は、その居住形態が戸建てとは異なり、相隣関係等に配慮を要する

住まい方であることを十分に認識し、その上で、マンションの快適かつ適正な利用と資産価値の

維持を図るため、管理組合の一員として、進んで、集会その他の管理組合の管理運営に参加する

とともに、定められた管理規約、集会の決議等を遵守する必要があります。そのためにも、マン

ションの区分所有者等は、マンションの管理に関する法律等についての理解を深めることが重要

です。 

専有部分の賃借人等の占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、マン

ションの区分所有者等が管理規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うことに

十分に留意することが必要です。

4. マンション管理の適正化のための管理委託に関する事項

管理組合は、マンションの管理の主体は管理組合自身であることを認識したうえで、管理事務

の全部又は一部を第三者に委託しようとする場合は、その委託内容を十分に検討し、書面又は電

磁的方法(管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の承諾を得た場合に限る。)をもっ

て管理委託契約を締結することが重要です。 

管理委託契約先を選定する場合には、管理組合の管理者等は、事前に必要な資料を収集し、マ

ンションの区分所有者等にその情報を公開するとともに、マンション管理業者の行う説明会を活

用し、適正な選定がなされるように努める必要があります。 

管理委託契約先が選定されたときは、管理組合の管理者等は、説明会等を通じてマンションの

区分所有者等に対し、当該契約内容を周知するとともに、マンション管理業者の行う管理事務の

報告等を活用し、管理事務の適正化が図られるよう努める必要があります。

万一、マンション管理業者の業務に関して問題が生じた場合には、管理組合は、当該マンショ

ン管理業者にその解決を求めるとともに、必要に応じ、マンション管理業者の所属する団体にそ

の解決を求める等の措置を講じる必要があります。 
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5. マンションの管理組合がマンションの管理適正化に向けて留意が求められる事項

【長期修繕計画に関して】
長期修繕計画は、次に掲げる不確定な事項を含んでいますので、5 年程度ごとに調査・診断を行

い、その結果に基づいて見直すことが必要です。

① 建物及び設備の劣化の状況

② 社会的環境及び生活様式の変化 

③ 新たな材料、工法等の開発及びそれによる修繕周期、単価等の変動

④ 修繕積立金の運用益、借入金の金利、物価、工事費価格、消費税率等の変動

積雪寒冷地である札幌市の特色として、①の建物及び設備の劣化の状況に関して、外壁等のひび

割れに侵入した水や結露水が冬期間に凍り、融解を繰り返すことで、劣化が急激に進展する場合が

ありますので注視することが必要です。また、③の材料、工法等の採用時には、寒冷地仕様になって

いるか十分なヒアリングを実施することが重要です。 
【維持管理費に関して】

積雪寒冷地である札幌市では、維持管理費として除雪費やロードヒーティング費が必要と 

なります。そのため、ロードヒーティング等の費用削減や、除雪・ヒーティング範囲の見直し等を定

期的に検討する必要があります。 
【管理組合総体としての窓口設置について】

管理組合は、マンションの維持管理等に関する情報を受け取るための手段を講じる必要がありま

す。例として、管理組合ポストの設置等を推奨します。 
【防災について】 

定期的な敷地及び建物の点検を実施するとともに、本市ハザードマップ等からマンション立地で

想定される水害や地震、土砂災害等の被害の状況を把握し、災害時に備えた定期的な防災訓練の実

施などを定めた防災規約の作成や居住者名簿の定期更新を行うことを推奨します。

防災に関する取組は、マンション管理組合単独の取組である必要はなく、例えばマンション管理

組合が加入している町内会等の自主防災組織で行われている防災の取組を、マンションの取組とし

て位置付けることは可能です。 
【省エネについて】

脱炭素社会に向けた取組として、大規模改修時などにおいて、断熱性、温熱環境の向上につなが

る省エネリフォームや再生可能エネルギー設備の設置、外壁断熱改修などを検討することを推奨し

ます。 



21 

別紙１ 助言、指導及び勧告を行う場合の判断基準の目安

マンション管理適正化法第５条の２に基づき、管理組合の管理者等に対して助言、指導及び勧
告を行う際の判断基準の目安を下表のとおりとします。 

区分 基準の目安 
管理組合の運営
について 

・管理者等が定められていない
・集会（総会）が年１回以上開催されていない

管理規約につい
て

・管理規約が存在しない、または必要に応じた改正がされていない

管理組合の経理
について 

・管理費と修繕積立金等の区分経理、適正化管理がされていない

長期修繕計画の
作成及び見直し
について 

・適宜適切な維持修繕を行うための修繕積立金が積み立てられていない

・長期修繕計画が作成されていない、または見直しがされていない。

・大規模修繕工事の実施時期に達しているが、大規模修繕工事が行われて
いない。 

（※下線部は札幌市の独自基準） 
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別紙２ 管理計画の認定基準 
マンション管理適正化法第５条の４に基づき、管理計画を認定する際の基準を下表のとおりと
します。 

区分 認定基準 

管理組合の運営
について 

・管理者等が定められていること
・監事が選任されていること 
・集会(総会) が年 1回以上開催されていること 

管理規約につい
て 

・管理規約が作成されていること
・マンションの適切な管理のため, 管理規約において災害等の緊急時や管
理上必要なときの専有部の立ち入り、 修繕等の履歴情報の管理等につ
いて定められていること 
・マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、 管理規約にお
いて, 管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付 (または電磁的 
方法による提供) について定められていること

管理組合の経理
について 

・管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われている
こと 
・修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
・直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の 3箇月以上の滞納
額が全体の 1割以内であること

長期修繕計画の
見直しについて

・長期修繕計画が 「長期修繕計画標準様式」 に準拠し作成され、長期修
繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会に
て決議されていること 
・長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること
・長期修繕計画の実効性を確保するため, 計画期間が30年以上で,かつ, 
残存期間内に大規模修繕工事が 2回以上含まれるように設定されている
こと 
・長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していな
いこと 
・長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕
積立金の平均額が著しく低額でないこと
・長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期
修繕計画となっていること 

その他 ・管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、
災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を 
備えているとともに、1年 1回以上は内容の確認を行っていること

・札幌市マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること
・災害等に備えた防災への取組を実施していること 
（マンション管理組合が加入している町内会等の自主防災組織が
行っている取組でも可）

（※下線部は札幌市の独自基準） 
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管理計画認定申請のフローを下図のように示します。 
札幌市に認定申請（本申請）するためには、（公財）マンション管理センターの管理計画認定手続
き支援サービス（事前確認）を利用し、事前確認適合証（適合通知）を受け取り、本申請の
添付資料として申請することが必要です。（パターン①～④）

 札幌市に直接申請するパターンは運用しませんので、ご注意下さい。（パターン⑤） 

図 認定制度の運用の流れ
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III. 今後の取組について 
1. 目標 
Ⅰの３で整理した A～G の７つの課題を解決し、マンション管理の適正化を推進するため、推進
の進捗度合いを図る目標数値を以下の通りとします。
なお、現状の数値は令和２年度札幌市マンション管理実態調査で得られた数値等を掲載しており
ます。 

課題A
管理規約が適切に
更新されていない。
（管理規約がない） 

目標１ 
長期修繕計画作成している
マンションを 
90％以上 

《課題》 《現状》 《目標》

課題C
管理費や修繕積立金の
徴収額が適切ではない。
（区分経理がされていない）

課題D
総会が適切に
開催されていない。 

課題 E
大規模修繕計画の適切な
実施と修繕履歴の記録
が進んでいない。 

目標 2
大規模修繕実施率
現状値以上 
修繕履歴作成率   
90％ 

課題 F
マンション管理への無関
心や知識不足、合意形成へ
の困難化

目標3
セミナー満足度
％

課題G
管理実態を正確に把握で
きていない可能性がある

目標4
マンション実態調査 
回答率60％

現状
管理規約を作成している 
マンションは
99％

課題B
長期修繕計画が長期的な
視点で作成されていない

現状
長期修繕計画作成している
マンションは 
80％ 

現状
区分経理をしている 
マンションは 
90％

現状 
総会開催割合 
99％ 

現状 
大規模修繕実施率
94％
修繕履歴作成率   
79％ 

現状 
セミナー満足度
％（R3実績）

※R3年度は新型コロナウイルスの
影響でリアル＆リモート形式で実施 

現状 
マンション実態調査 
回答率41.5％

A～D の管理上課題が
あるマンションの 
管理適正化について、
数値目標を定めるが、
最も現状割合が低い 
課題Ｂの底上げを図る
ことにより、健全化を
図ります。 
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2. 施策 

(1)考え方 

・マンション管理実態調査の分析による、札幌市のマンションが抱える課題について、図の
ように段階に応じた支援を行うことでより良い管理にステップアップすることを全体の目的
とします。（詳細は次ページのステップアップ図による） 

・今後は、「認定マンション」を増やし、管理不全が懸念される「要支援マンション」を減らす
   ことが求められています。 

 (2)具体の取組み 
①管理実態調査の実施【継続＋新規】 
今までは管理実態調査は、5 年毎に郵送によるアンケート調査を実施しておりましたが、
今後は訪問調査も実施し、郵送調査で回答できないマンション管理組合に対して、訪問調査
員がサポートするような体制で調査を行うことで調査の回答率を上げ、より詳細な管理実態
の把握に努めます。 
②相談窓口の設置【継続】 
これまで通り（公社）北海道マンション管理組合連合会と連携をして、マンションの維持
管理等に関することの相談窓口を設置します。
  また、維持管理等に関する情報を、ホームページや広報誌等により、関連団体と連携して、
発信していきます。今までは維持管理に問題が生じやすい高経年マンションを主たる対象
として実施してきましたが、新しいマンションに対しても情報を発信し、管理の適正化を
 促します。 
③セミナーの開催【継続】 
（公社）北海道マンション管理組合連合会、北海道、（一社）北海道マンション管理士会等
と連携しマンションの維持管理等に対するセミナーを実施します。
④アドバイザー派遣【新規・調整中】 
②の無料相談や⑤の要支援マンションに対する助言、指導を行う中で、マンション管理
組合からの要請に基づきマンション管理士等の専門家を派遣することで、管理の健全化を
 図る。 
⑤要支援マンションに対する助言、指導等【新規】 
マンション管理適正化法第５条の２に基づき、基準に合致したマンションに関して、

    助言、指導等を実施する。ただし、あくまでもマンションの維持管理の適正化が目的で
あるため②④の手法を併用しながら、住民に寄り添った対応を実施する。
⑥管理計画認定制度の運用【新規】
マンション管理適正化法第５条の４に基づき、管理計画を認定する際の基準を満たした

   マンションを認定します。ただし、札幌市に認定申請（本申請）するためには、（公財）マン 

ション管理センターの管理計画認定手続き支援サービス（事前確認）を利用し、事前確認適

合証（適合通知）を受け取り、本申請の添付資料として申請することが必要です。

    【詳しい手続きフローは P21 の図「認定制度の運用の流れ」による。】
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■マンション管理適正化に関する課題と対応方策

管理規約が適正に更新されていない可能性
があるマンションがあります。

長期修繕計画について未作成のマンションや長期
修繕計画作成ガイドラインで定められている計画
期間以下のマンションがあります。

管理費滞納、修繕積立金の未徴収や徴収額が
適正でないなど経理に不安のあるマンションがあり
ます。

区分所有者による総会が開催されていない
マンションがあります。

大規模修繕工事や修繕履歴情報の蓄積など
が進んでいないマンションがあります。

マンション管理への無関心や知識不足、合意形
成の困難化が懸念されるマンションがあります。

STEP１
外部からの適切な支援が必要な

要支援マンション 

・マンション管理実態調査の分析による、 
 札幌市のマンションが抱える課題に 
ついて、図のように段階に応じた支援を 
行うことでより良い管理にステップア 
ップすることを全体の目的としたい。 

・今後は、管理の良い「認定マンション」
を増やし、管理不全が懸念される「要支
援マンション」を減らすことが求めら 
れています。 

《適正化法に基づく助言・指導・勧告》

〇無料相談
〇専門家の派遣（※1） 

●
（総会が年１回以上開催されていない）

●
（管理規約がない、改正されていない）

●
（長期修繕計画がない）

●
（修繕積立金が未徴収）

（管理費と修繕積立金の区分経理がされていない）

●
（実施時期に到達している大規模修繕工事が未実施）

課題のまとめ （ ）内は助言・指導・勧告の基準の目安

《マンション管理実態調査（郵送・訪問
調査）による、市内マンション管理の基

礎的情報の蓄積・更新》

管理実態を正確に把握できていない
可能性があります。G

F

A

B

C

D

E

●… 課題がある 
○… 一部課題がある。 

凡
例

-（※2）
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STEP２ STEP３
継続的に管理の質の維持・向上や管
理不全の防止に努めるマンション

外部から管理の質の高さが認められた
認定マンション 

《適正化法に基づく管理計画認定制度》

○管理計画認定制度の運用

《普及啓発やその他の支援事業》
〇無料相談 
〇マンション管理の個別分野又は
築年数に応じた情報提供

〇セミナー等の開催 
〇専門家の派遣（※1） 

(緊急時の専有部の立入り、修繕等履歴情報管理)
（財務・管理に関する情報の書面の交付）

（「長期修繕計画標準様式」に準拠した長期修繕計画）
（計画期間30年以上かつ大規模修繕２回以上）

（長期修繕計画に基づいた積立金の設定）

○ 

○ 

○ 

○ 

（ ）内は管理計画認定の基準

（※1）今後調整が必要な事業

○ 

（※2）適正化法に基づく助言等の対象にはならないが、マンション管理の意識
向上のために、情報提供やセミナー開催等を実施します。

〇マンション管理実態調査（郵送調査と訪問調査を同時に行い、郵送調査で回答をもらえない
マンションに訪問し、回答の補助を実施する。）
〇関連団体による情報提供・情報交換（※）


